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古
代
日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
学
習
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
つ
て
は
中
央
の
大
学
や
地
方
の
国
学
に
お
け
る
教
育
制
度
の
中
で
論
じ

ら
れ
て
き
た
が
、
す
で
に
三
十
万
点
と
い
う
出
土
量
を
も
つ
木
簡
を
は
じ
め
と
し
て
、
金
石
文
・
墨
書
土
器
・
文
字
瓦
な
ど
の
出
土
文
字
資
料

の
全
国
的
な
出
現
と
い
う
状
況
を
受
け
と
め
て
、
改
め
て
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
（
佐
藤
信
「
占
代
に
お
け
る
漢
字
受
容
」

『
出
土
史
料
の
古
代
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
二
年
、
も
と
二
○
○
一
年
）
。

も
と
も
と
、
倭
の
大
王
権
力
の
も
と
で
、
渡
来
系
の
人
々
が
文
筆
の
能
力
を
以
て
文
書
事
務
を
担
当
し
た
時
代
に
比
べ
て
、
日
本
の
律
令
同

家
が
中
国
に
な
ら
っ
て
中
央
・
地
方
に
わ
た
る
中
央
集
権
的
な
官
僚
制
運
用
の
た
め
の
文
書
主
義
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
中
央
官
司
の
み

で
な
く
地
方
の
国
府
・
郡
家
な
ど
に
お
い
て
も
、
漢
字
文
化
が
は
る
か
に
広
範
な
範
囲
で
必
須
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
漢
字
・
漢
文

の
読
み
書
き
能
力
と
、
中
国
的
な
儒
教
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
官
人
、
と
く
に
下
級
官
人
た
ち
が
中
央
・
地
方
に
わ
た
っ
て
大
量
に
存
在
し
な

け
れ
ば
、
中
央
集
権
的
な
国
家
運
営
や
諸
国
か
ら
の
租
税
徴
収
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

漢
字
文
化
が
官
人
と
く
に
下
級
官
人
た
ち
の
必
須
の
採
用
条
件
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
漢
字
文
化
が
地
方
で
は
国
府
・
郡
家
な
ど
の
地
方

官
衙
を
中
心
と
し
て
地
方
社
会
へ
と
次
第
に
浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
地
方
官
衙
遺
跡
周
辺

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

は
じ
め
に
ｌ
漢
字
文
化
の
受
容
と
日
本
古
代
国
家
Ｉ

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開

佐
藤
信
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１
１
坐
伯
旧
一
、
』
何
Ｖ
亘
匡
身
制
服
）
Ｌ
Ｌ
鞠
沁
莉
刀
化
脹

六
世
紀
末
に
階
が
中
国
を
統
一
‐
し
（
五
八
九
年
）
、
高
句
麗
遠
征
（
五
九
八
～
六
一
四
年
）
を
始
め
る
と
、
束
ア
ジ
ア
諸
国
は
激
動
の
時
代

を
迎
え
た
。
七
世
紀
初
め
の
蘇
我
馬
子
（
～
六
二
六
）
・
厩
戸
主
（
聖
徳
太
子
、
五
七
四
～
六
二
一
一
）
の
外
交
に
よ
り
、
倭
国
は
、
再
び
中
国

に
向
け
て
遣
階
使
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
る
。
六
○
○
年
の
遣
陪
使
記
事
（
「
陪
害
』
）
に
つ
づ
け
て
六
○
七
年
に
は
遣
陪
便
小
野
妹
子
が
階
に

こ
う
し
た
日
本
列
島
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
・
展
開
の
歩
み
は
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
・
交
流
と
い
う
国
際
的
契
機
が
日
本
の
古

代
国
家
形
成
に
際
し
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
石
母
田
正
の
指
摘
Ｓ
日
本
の
占
代
同
家
」
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
と

も
、
対
応
す
る
。
こ
こ
で
は
、
七
世
紀
後
半
や
八
世
紀
前
半
に
、
古
代
日
本
の
天
皇
・
貴
族
や
地
方
豪
族
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
漢
字
文

化
を
は
じ
め
と
し
た
法
律
制
度
・
仏
教
・
儒
教
な
ど
の
先
進
的
な
文
化
を
東
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
受
容
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
展
開
し
た
の
か
を
、

出
土
文
字
資
料
な
ど
に
よ
り
つ
つ
、
検
証
し
て
み
た
い
。

ま
た
、
こ
の
時
代
の
Ⅱ
本
列
島
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
は
、
単
な
る
漢
字
文
化
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
仏
教
・
儒
教
・
律
令

法
制
・
礼
制
や
先
進
的
な
技
術
体
系
，
文
物
な
ど
と
混
然
一
体
と
な
っ
た
先
進
文
化
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
に
、
留
意
し

うる
００

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

を
中
心
と
し
て
出
土
文
字
資
料
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
た
し
か
に
確
認
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
最
近
は
日
本
列
島
各
地
の
地
方
官
衙
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
な
ど
に
よ
り
、
七
世
紀
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
地
方
豪
族
た
ち
が
積

極
的
に
漢
字
文
化
を
受
容
し
て
い
た
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
上
か
ら
下
へ
の
漢
字
文
化
の
浸
透
と
い
う
図
式
に
対

応
し
て
、
地
方
豪
族
た
ち
の
側
に
も
主
体
的
な
漢
字
文
化
受
容
の
姿
勢
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
地
方
豪
族
た
ち

の
動
向
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
漢
字
文
化
の
地
方
社
会
へ
の
波
及
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
七
世
紀
後
半
の
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
日
本
律
令
国
家
が
確
立
し
て
い
っ
た
背
景
と
し
て
、
こ
う
し
た
動
向
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る

法
政
史
学
第
七
十
二
号

倭
国
の
貴
族
と
渡
来
僧

七
世
紀
に
お
け
る
貴
族
の
漢
字
受
容

二
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２
留
学
生
・
留
学
僧
の
帰
国

六
○
八
年
（
推
古
十
六
）
、
来
倭
し
た
階
使
装
仙
清
を
送
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
遣
階
便
小
野
妹
子
と
と
も
に
階
に
お
も
む
き
、
階
か
ら
唐

に
か
け
て
の
時
代
に
長
期
に
わ
た
っ
て
先
進
文
明
を
学
ん
だ
留
学
生
・
留
学
僧
と
し
て
、
高
向
玄
理
（
～
六
五
四
・
南
淵
請
安
・
僧
昊
ら
が

知
ら
れ
る
。
六
一
一
三
年
（
針
明
山
）
に
憎
昊
、
六
四
○
年
（
箭
明
十
二
）
に
高
向
玄
理
・
南
淵
請
安
ら
が
帰
阿
す
る
と
、
倭
国
の
中
央
貴
族
の

子
弟
た
ち
は
、
争
っ
て
彼
等
か
ら
先
進
知
識
を
吸
収
し
た
。

「
日
本
書
紀
』
皇
極
一
一
一
年
（
六
四
円
）
正
月
朔
条
に
は
、
中
大
兄
皇
子
（
天
智
天
皇
、
六
二
六
～
六
七
一
）
や
中
臣
鎌
足
た
ち
が
南
淵
請
安

の
も
と
で
「
周
孔
の
教
」
を
学
ん
だ
と
み
え
、
「
藤
氏
家
伝
』
（
上
巻
鎌
足
伝
）
に
は
、
政
治
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
蘇
我
入
鹿
（
～
六
四
五
）

や
中
臣
鎌
足
を
ふ
く
む
大
夫
層
貴
族
の
子
弟
た
ち
（
「
群
公
の
子
」
）
が
集
ま
っ
て
、
昊
法
師
の
堂
で
『
周
易
」
を
読
み
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん

渡
っ
た
。
こ
の
時
期
の
倭
国
の
貴
族
た
ち
は
、
厩
戸
王
（
聖
徳
太
子
）
が
高
句
麗
僧
の
慧
慈
か
ら
仏
教
を
学
び
、
百
済
か
ら
の
博
士
覚
笥
に
儒

教
な
ど
を
学
ん
だ
（
「
日
本
書
紀
」
推
古
元
年
〔
五
九
一
一
一
〕
四
月
己
卯
条
・
推
古
一
一
一
年
〔
五
九
五
〕
五
月
丁
卯
条
）
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

渡
来
僧
た
ち
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
次
の
世
代
の
藤
原
鎌
足
（
中
臣
鎌
足
、
六
一
四
～
六
六
九
）
も
、
高
句
麗
か
ら
の
渡
来
僧
道
顕
（
道
賢
）
と
近
い
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
（
『
藤
氏
家
伝
」
上
巻
鎌
足
伝
・
貞
慧
伝
）
。
藤
原
鎌
足
は
、
長
子
の
貞
慧
（
六
Ⅲ
三
～
六
六
五
）
を
僧
侶
と
し
、
白
雑
四
年

（
六
五
三
）
の
遣
唐
使
で
唐
に
ま
で
お
も
む
か
せ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
貴
族
の
中
に
あ
っ
た
対
外
観
・
僧
侶
観
を
示
唆
し
て
い
る
。

僧
侶
は
、
先
進
知
識
を
身
に
つ
け
た
存
在
で
あ
り
、
同
時
に
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
国
境
を
越
え
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

王
権
膝
元
の
近
畿
地
方
だ
け
で
は
な
く
、
渡
来
人
が
Ⅱ
本
列
島
の
各
地
に
展
開
し
て
地
方
社
会
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
様
子

は
、
蘇
我
馬
子
が
、
安
置
し
た
百
済
将
来
の
仏
像
を
ま
つ
る
た
め
の
僧
を
国
内
四
方
に
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
播
磨
国
で
高
句
麗
か
ら
渡
来
し
た

還
俗
僧
の
恵
便
を
見
つ
け
出
し
て
、
自
ら
の
仏
教
の
師
と
し
た
と
い
う
話
（
『
日
本
書
紀
」
敏
達
十
三
年
是
歳
条
）
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
中
央
貴
族
だ
け
で
は
な
く
、
地
力
社
会
に
お
い
て
も
、
先
進
知
識
を
身
に
つ
け
た
渡
来
僧
・
渡
来
人
た
ち
が
地
方
豪
族
た
ち
に
よ
っ
て
重

用
さ
れ
た
こ
と
を
推
測
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

一一一
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大
友
皇
子

３
百
済
か
ら
の
亡
命
白
族

七
世
紀
半
ば
に
唐
が
高
句
麗
遠
征
を
は
じ
め
る
と
、
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
三
国
や
倭
国
は
、
激
動
の
時
を
迎
え
、
国
際
的
危

機
に
対
応
し
た
国
家
的
集
中
が
目
指
さ
れ
た
。
唐
と
新
羅
が
連
合
し
て
百
済
・
高
句
麗
を
攻
撃
す
る
と
い
う
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
、
六
六
○
年

代
に
な
る
と
、
つ
い
に
唐
・
新
羅
連
合
軍
は
百
済
（
六
六
○
年
減
）
、
続
い
て
高
句
麗
（
六
六
八
年
減
）
を
滅
ぼ
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
は
新

羅
が
唐
勢
力
の
排
除
に
成
功
し
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
支
配
を
確
立
す
る
。

倭
国
は
、
六
六
○
年
の
滅
亡
後
も
頑
強
に
抵
抗
を
展
開
し
た
百
済
復
興
勢
力
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
百
済
救
援
の
た
め
の
大
軍
を
派
遣
す

る
が
、
六
六
一
二
年
に
白
村
江
の
戦
い
で
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
対
し
て
決
定
的
な
敗
北
を
喫
し
た
。
そ
の
前
後
の
過
程
で
は
、
多
く
の
百
済
や
高

句
麗
・
新
羅
の
人
々
が
日
本
列
島
に
渡
っ
て
来
た
。

直
接
的
に
は
、
六
六
五
年
（
天
智
四
）
八
月
に
、
百
済
か
ら
渡
来
し
た
貴
族
達
に
よ
っ
て
長
門
城
（
山
ｕ
県
）
・
大
野
城
（
福
岡
県
）
・
橡
城

（
福
岡
県
・
佐
賀
県
）
な
ど
の
古
代
朝
鮮
式
山
城
が
築
か
れ
た
こ
と
な
ど
が
名
高
い
ａ
ｎ
本
書
紀
」
）
が
、
彼
ら
の
影
響
は
多
方
面
に
わ
た
っ

た
。
特
に
百
済
か
ら
亡
命
し
て
来
た
貴
族
達
は
、
中
央
の
政
治
・
文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
と
く
に
東
国
に
「
安
置
」
さ
れ

た
百
済
・
高
句
麗
・
新
羅
か
ら
の
多
く
の
渡
来
人
た
ち
は
、
各
地
に
新
し
い
文
化
・
技
術
を
伝
え
、
東
国
の
開
発
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

天
智
天
皇
が
後
継
者
と
し
近
江
朝
廷
を
主
宰
さ
せ
た
大
友
皇
子
（
六
四
八
～
六
七
二
）
は
、
「
文
武
の
材
幹
有
り
」
と
い
わ
れ
て
「
懐
風
藻
」

冒
頭
に
漢
詩
を
伝
え
る
漢
字
文
化
に
親
し
ん
だ
人
物
で
あ
っ
た
が
、
身
近
に
「
賓
客
」
す
な
わ
ち
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
百
済
か
ら
の
亡
命
貴
族

階
・
唐
か
ら
帰
国
し
た
留
学
生
・
留
学
僧
た
ち
が
、
漢
字
文
化
・
仏
教
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
範
囲
の
先
進
文
明
・
知
識
を
伝
え
て
、
七
世
紀

半
ば
か
ら
の
律
令
国
家
の
形
成
に
及
ぼ
し
た
政
治
的
・
文
化
的
影
響
は
、
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
そ
し
て
、
僧
侶
の
受
が
外
典
の
儒
教

の
古
典
「
周
易
」
を
講
じ
た
と
伝
え
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
大
陸
の
先
進
文
化
は
、
仏
教
・
儒
教
・
漢
字
文
化
・
礼
制
な
ど
が
一
体
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

だ
と
い
う
。

法
政
史
学
第
七
十
二
号

四
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智
十
年
正
月
是
月
条
）
。

で
あ
る
沙
宅
紹
明
（
～
六
七
三
）
・
塔
本
春
初
・
士
口
太
尚
・
許
率
母
・
木
素
貴
子
た
ち
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
、
大
変
象
徴
的
で
あ
る
（
「
懐
風

藻
」
大
友
皇
子
伝
）
。
彼
ら
は
、
同
時
に
倭
国
の
位
階
や
官
職
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
と
す
る
法
律
・
学
術
・
兵
法
・
薬
学
・
儒

教
・
陰
陽
な
ど
の
分
野
を
活
か
し
つ
つ
、
国
家
組
織
の
官
僚
制
に
お
い
て
も
重
要
な
人
材
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
会
日
本
書
紀
」
天

大
津
皇
子

ま
た
、
天
武
天
皇
の
子
で
あ
る
大
津
皇
子
（
六
六
三
～
六
八
六
）
は
、
文
武
に
優
れ
て
人
望
の
あ
る
皇
子
で
あ
っ
た
が
、
新
羅
僧
の
行
心
を

ブ
レ
ー
ン
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
Ｓ
懐
風
藻
」
大
津
皇
子
伝
）
。
後
に
、
叔
母
に
あ
た
る
持
続
天
皇
（
天
武
天
皇
皇
后
）
が
自
分
の
産

ん
だ
草
壁
皇
子
へ
の
皇
位
継
承
を
目
指
し
た
こ
と
か
ら
、
天
武
天
皇
没
後
に
謀
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
大
津
皇
子
が
死
を
た
ま
わ
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
る
。
「
懐
風
藻
」
に
は
、
「
天
文
卜
笠
」
に
も
た
け
て
い
た
と
い
う
新
羅
僧
行
心
が
「
逆
謀
を
進
」
め
た
と
み
え
る
が
、
有
力
な

。
「
懐
風
藻
」
大
友
皇
子
伝

年
甫
め
て
弱
冠
（
二
十
歳
）
、
太
政
大
臣
に
拝
さ
れ
、
百
摸
を
総
べ
て
試
み
る
。
皇
子
博
学
多
通
、
文
武
の
材
幹
有
り
。
始
め
て
万
機
を

親
し
め
す
に
、
群
下
畏
服
し
、
粛
然
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
。
年
二
十
一
一
一
、
立
ち
て
皇
太
子
と
為
る
。
広
く
学
士
沙
宅
紹
明
・
塔
本

春
初
・
吉
太
尚
・
許
率
母
・
木
素
貴
子
等
を
延
き
て
、
賓
客
と
為
す
。
太
子
天
性
明
悟
、
雅
よ
り
博
古
を
愛
ま
す
。
筆
を
下
せ
ば
章
と
成

り
、
一
一
一
一
口
に
出
せ
ば
論
と
為
る
。
時
に
議
す
る
者
其
の
洪
学
を
歎
か
ふ
。
未
だ
幾
ば
く
も
あ
ら
ぬ
に
文
藻
日
に
新
し
○
壬
申
の
乱
に
会
ひ

て
、
天
命
遂
げ
ず
。
時
に
年
二
十
五
。

。
『
日
本
書
紀
」
天
智
十
年
（
六
七
二
正
月
是
月
条
（
大
友
皇
子
太
政
大
臣
時
代
）

是
の
月
に
、
大
錦
下
を
以
て
、
佐
平
（
百
済
官
位
の
第
二
余
自
信
・
沙
宅
紹
明
八
法
官
大
輔
ぞ
Ｖ
に
授
く
。
小
錦
下
を
以
て
、
鬼
室
集

斯
八
学
職
頭
ぞ
Ｖ
に
授
く
。
大
山
下
を
以
て
、
達
率
（
百
済
官
位
の
第
二
）
谷
那
晋
首
八
兵
法
に
閑
へ
り
Ｖ
・
木
素
貴
子
八
兵
法
に
閑
へ

り
Ｖ
・
憶
礼
福
留
八
兵
法
に
閑
へ
り
Ｖ
・
答
体
春
初
八
兵
法
に
閑
へ
り
Ｖ
・
休
日
比
子
賛
波
羅
金
羅
金
須
八
薬
を
解
れ
り
Ｖ
・
吉
大
尚
八

薬
を
解
れ
り
Ｖ
・
許
率
母
八
五
経
に
明
な
り
Ｖ
・
角
福
牟
八
陰
陽
に
閑
へ
り
Ｖ
に
授
く
。
小
山
下
を
以
て
、
余
の
達
率
等
、
五
十
余
人
に

授
く
。

｛
く
知
ら
れ
る
。
「
懐
風
藻
」
に
は
、
王

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

五
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１
針
ゴ
メ
ー
巨
蜀
“
肥
０
箔
呂
司
畳
咳
七

（
１
）
備
後
国
一
二
谷
郡
の
地
方
豪
族

「
日
本
霊
異
記
」
（
上
巻
第
七
）
に
は
、
六
六
三
年
の
臼
村
江
の
敗
戦
か
ら
帰
国
し
た
備
後
国
一
一
一
谷
郡
（
広
島
県
一
二
次
巾
）
の
地
方
豪
族
が
、

出
征
の
時
に
「
無
事
に
帰
国
出
来
た
ら
諸
神
祇
の
為
に
伽
藍
を
造
立
す
る
」
と
誓
願
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
百
済
国
人
の
禅
師
弘
済
を
招

い
て
共
に
帰
郷
し
、
立
派
な
伽
藍
を
も
つ
三
谷
寺
を
建
て
た
と
い
う
話
が
あ
る
（
佐
藤
信
「
白
村
江
の
戦
い
と
倭
」
「
韓
中
日
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

百
済
復
興
運
動
と
白
江
戦
争
』
公
州
大
学
校
百
済
文
化
研
究
所
、
一
一
○
○
三
年
、
佐
藤
信
「
古
代
地
方
豪
族
の
漢
字
文
化
受
容
と
文
学
」

「
無
名
の
万
葉
集
」
風
間
書
院
、
二
○
○
五
年
）
。

（
大
津
）
皇
子
は
、
浄
御
原
帝
（
天
武
天
皇
）
の
長
子
な
り
。
状
貌
魁
梧
、
器
宇
峻
遠
。
幼
年
に
し
て
学
を
好
み
、
博
覧
に
し
て
能
く
文

を
腐
る
。
壮
に
及
び
て
武
を
愛
み
、
多
力
に
し
て
能
く
剣
を
撃
つ
。
性
頗
る
放
蕩
に
し
て
、
法
度
に
拘
れ
ず
、
節
を
降
し
て
士
を
礼
び
た

ま
ふ
。
是
れ
に
由
り
て
人
多
く
附
託
す
。
時
に
新
羅
僧
行
心
と
い
ふ
も
の
有
り
、
天
文
卜
笠
を
解
る
。
皇
子
に
詔
げ
て
日
は
く
、
「
太
子

の
骨
法
、
是
れ
人
臣
の
相
に
あ
ら
ず
、
此
れ
を
以
ち
て
久
し
く
下
位
に
在
ら
ば
、
恐
る
ら
く
は
身
を
全
く
せ
ざ
ら
む
」
と
い
ふ
。
因
り
て

逆
謀
を
進
む
。
此
の
誌
誤
に
迷
ひ
、
遂
に
不
軌
を
図
ら
す
。
鴫
呼
惜
し
き
哉
。
彼
の
良
才
を
鵜
み
て
、
忠
孝
を
以
ち
て
身
を
保
た
ず
、
此

の
軒
豐
に
近
づ
き
て
、
卒
に
裁
辱
を
以
ち
て
自
ら
終
ふ
。
古
人
の
交
遊
を
慎
み
し
意
、
因
り
て
以
み
れ
ば
深
き
哉
・
時
に
年
二
十
四
。

こ
の
よ
う
に
、
七
世
紀
代
の
皇
位
継
承
候
補
と
な
る
よ
う
な
皇
子
達
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
百
済
か
ら
の
亡
命
貴
族
や
新
羅
か
ら
の
渡
来
僻

た
ち
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
厩
戸
王
の
例
を
み
て
も
、
当
時
と
し
て
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
一
方
で
、
亡

命
貴
族
が
官
僚
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
大
原
や
議
政
向
（
大
夫
）
に
ま
で
の
ぼ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
も
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。

皇
位
後
継
候
補
で
あ
る
大
津
皇
子
の
力
強
い
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
新
羅
か
ら
の
渡
来
僧
行
心
の
存
在
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
大
津
皇
子

も
「
懐
風
藻
」
に
漢
詩
を
伝
え
る
が
、
漢
字
文
化
の
面
で
も
、
行
心
と
の
交
流
は
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
一
惇
風
藻
』
に
漢
詩
を
伝

。
「
懐
風
藻
』
大
津
皇
子
伝

法
政
史
学
第
七
十
二
号

地
方
一
豪
族
の
漢
字
受
容

一
一
七
世
紀
に
お
け
る
地
方
豪
族
の
漢
字
受
容

一ハ
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こ
の
説
話
で
は
、
百
済
か
ら
の
渡
来
仙
弘
済
は
、
仏
像
を
造
る
資
材
を
求
め
る
た
め
飛
鳥
の
都
の
市
に
出
向
い
て
「
金
丹
等
の
物
」
を
臓
入

し
、
難
波
津
か
ら
船
出
し
て
瀬
戸
内
海
を
備
後
国
ま
で
戻
る
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た
の
だ
っ
た
。
地
方
豪
族
に
よ
る
造
寺
と
い
え
ど
も
、
飛
鳥
に

あ
る
中
央
の
市
場
で
存
分
に
資
財
を
調
達
す
る
だ
け
の
財
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
早
く
か
ら
仏
教
受
容
に
努
め
て
い
た
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
一
一
谷
寺
は
、
発
掘
調
査
さ
れ
た
備
後
寺
町
廃
寺
（
広
島
県
一
一
一
次
市
）
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
三
次
市
教
育
委
員
会
「
一
一
一
次
市
の
文
化
財
」
一
九
八
七
年
な
ど
）
。
寺
町
廃
寺
は
、
広
島
県
東
部
地
方
に
お
い
て
「
水
切
り
」
を
も
つ
特
徴

的
な
百
済
系
軒
丸
瓦
が
分
布
す
る
そ
の
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
「
多
く
諸
寺
に
超
え
、
道
俗
観
て
共
に
欽
敬
を
な
す
」
と
伝
え
る
「
日
本
霊
異

記
」
の
記
載
が
考
古
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
陸
に
あ
る
備
後
国
一
一
一
谷
郡
の
郡
司
氏
族
の
祖
は
、
六
六
一
一
一
年
以
前
と
い
う
早
い
時
代
か
ら
仏
教
や
漢
字
文
化
を
ふ
く
む
先

進
文
化
の
受
容
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
参
戦
し
た
白
村
江
の
敗
戦
に
も
憶
す
る
こ
と
な
く
、
百
済
僧
を
招
い
て
寺
院
の
伽
藍
を
営

み
、
備
後
地
方
に
大
き
な
文
化
的
・
社
会
的
・
技
術
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
瓦
葺
き
の
三
重
塔
や
金
堂
な
ど
を

も
つ
伽
藍
の
建
立
は
、
仏
像
・
経
典
の
整
備
な
ど
と
も
合
わ
せ
て
、
様
々
な
最
先
端
の
手
工
業
技
術
の
編
成
を
三
谷
郡
郡
司
氏
族
が
手
中
に
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
達
成
で
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
造
寺
を
通
し
て
、
彼
ら
は
改
め
て
備
後
地
域
や
三
谷
郡
内
に
お
け
る
支

配
的
地
位
を
確
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
西
国
の
地
方
豪
族
た
ち
は
、
独
自
の
ル
ー
ト
や
様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
求
め
つ
つ
、
海
外
の
先
進
的
な
文
化
の
受
容
に
積
極

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
「
日
本
霊
異
記
」
の
説
話
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

。
「
日
本
霊
異
記
」
上
巻
第
七
「
亀
の
命
を
贈
ひ
て
放
生
し
、
現
報
を
得
て
、
亀
に
助
け
ら
る
る
縁
」

禅
師
弘
済
は
、
百
済
の
国
の
人
な
り
。
百
済
の
乱
る
る
時
に
当
り
て
、
備
後
の
国
の
三
谷
の
郡
の
大
領
の
先
祖
、
百
済
を
救
は
む
が
為
に

軍
旅
に
遣
さ
る
。
時
に
誓
願
を
発
し
て
一
言
は
く
、
「
若
し
、
平
く
還
り
来
ら
ば
、
諸
神
祇
の
た
め
に
伽
藍
を
造
立
せ
む
」
と
い
ふ
。
遂
に

災
難
を
免
る
。
す
な
は
ち
、
禅
師
を
請
け
て
、
相
共
に
還
り
来
る
。
三
谷
寺
は
そ
の
禅
師
の
も
ち
て
造
立
す
る
所
の
伽
藍
な
り
。
多
く
諸

寺
に
超
え
、
道
俗
観
て
共
に
欽
敬
を
な
す
。
禅
師
尊
像
を
造
ら
む
が
為
に
京
に
上
り
、
財
を
売
り
既
し
金
丹
等
の
物
を
買
い
得
て
、
還
り

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

寺
に
超
え
、
道
俗
観
｝

て
難
波
の
津
に
到
る
。

上
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東
国
信
濃
国
の
屋
代
遺
跡
群
（
長
野
県
千
曲
市
）
は
、
千
曲
川
が
大
き
く
湾
曲
し
な
が
ら
流
れ
の
傾
斜
を
変
換
す
る
盆
地
の
右
岸
自
然
堤
防

上
に
位
潰
し
、
河
川
交
通
と
陸
上
交
通
の
要
衝
に
当
た
る
遺
跡
で
あ
る
（
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
「
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
」

一
九
九
六
年
）
。
近
く
に
森
将
軍
塚
古
墳
な
ど
の
有
力
古
墳
が
立
地
し
埴
科
郡
家
も
近
く
に
推
定
さ
れ
る
な
ど
、
科
野
（
信
濃
）
国
造
の
本
拠

地
の
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
も
、
七
世
紀
の
天
智
天
皇
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
木
簡
、
六
九
八
年
（
戊
戌
年
）
の
出
挙
関
係
か
と
恩
わ
れ

・
近
ｎ
Ｕ

□
マ
□

（
３
）
科
野
（
信
濃
）
国
造
氏
族

東
国
信
濃
国
の
屋
代
遺
跡
群
言

上
に
位
潰
し
、
河
川
交
通
と
陸
上
参

一
九
九
六
年
）
。
近
く
に
森
将
軍
塚

◎
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡

（
２
）
阿
波
国
造
氏
族

観
音
寺
遺
跡
（
徳
島
市
）
は
、
八
世
紀
に
阿
波
国
の
国
府
が
置
か
れ
た
地
に
あ
り
、
古
墳
時
代
以
来
の
阿
波
国
造
氏
族
の
本
拠
地
に
接
し
た

遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
七
世
紀
の
第
２
囚
半
期
に
さ
か
の
ぼ
る
隷
書
様
書
風
で
書
か
れ
た
「
論
語
』
（
学
而
篇
）
の
習
書
木
簡
を

は
じ
め
、
手
習
い
の
始
め
に
習
書
さ
れ
た
「
難
波
津
の
歌
」
の
習
書
木
簡
、
万
葉
仮
名
で
漢
字
の
訓
を
記
し
た
「
字
書
」
を
記
し
た
木
簡
な
ど

が
出
土
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
「
観
音
寺
木
簡
ｌ
観
音
寺
遺
跡
出
土
木
簡
Ｉ
」
一
九
九
九
年
）
。

ま
だ
律
令
的
「
国
」
の
形
成
以
前
、
い
わ
ゆ
る
「
大
化
改
新
」
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
の
あ
る
七
世
紀
前
半
か
ら
、
阿
波
の
地
方
豪
族

が
、
積
極
的
に
漢
字
文
化
や
儒
教
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
倭
国
の
大
王
権
力
を
介
さ
ず
に
、
瀬
戸
内
海
経
由
で
中
国

大
陸
・
朝
鮮
半
島
の
情
報
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

奈
亦
波
ツ
ホ
昨
久
矢
己
乃
波
奈
、

◇
．
Ｕ
安
子
□
比
乃
木
較

◇
奈
示

◇
・
子
曰
學
而
習
時
不
孤
□
乎
□
ｎ
朋
遠
方
来
亦
時
楽
乎
人
不
□
亦
不
柵
（
左
側
面
）

（
他
面
略
）

長
（
六
五
一
一
一
）
、
×
幅
（
二
五
）
×
厚
一
四
ｍ
○
六
五
型
式

法
政
史
学
第
七
十
二
号

Ｕ
少
司
椿
シ
婆
木

（
七
九
）
×
（
三
一
）
×
六
○
八
一

（
一
六
○
）
×
（
四
一
一
一
）
ｘ
六
○
一
九

八
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え
、
浄
御
原
〈

さ
れ
て
い
る
。

◇
・
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

．
「
他
田
舎
人
」
古
麻
呂

（
一
一
一
一
二
）
×
（
一
二
六
）
×
四
○
一
九

乙
丑
年
は
天
智
四
年
す
な
わ
ち
六
六
五
年
の
年
代
で
あ
り
、
白
村
江
の
敗
戦
の
二
年
後
で
壬
申
の
乱
よ
り
以
前
、
信
濃
国
に
恒
常
的
な
国
府

が
営
ま
れ
る
以
前
の
木
簡
で
あ
る
。
異
筆
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
他
田
舎
人
」
の
部
分
な
ど
は
、
細
身
の
正
好
な
楮
書
の
書
風
を
示
し
て
お

り
、
先
進
的
で
「
都
ぶ
り
」
の
書
風
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ウ
ヂ
名
の
「
他
、
舎
人
」
が
示
す
よ
う
に
、
ト
ネ
リ
な
ど
と
し
て
畿
内

の
王
族
・
豪
族
な
ど
と
結
び
つ
く
中
で
、
七
世
紀
の
信
濃
の
地
方
豪
族
が
主
体
的
に
漢
字
文
化
を
導
入
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
推
測
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

る
木
簡
や
、
八
世
紀
初
頭
の
「
論
語
」
習
書
木
簡
な
ど
が
出
士
し
て
い
る
。
や
は
り
七
世
紀
半
ば
過
ぎ
か
ら
国
造
ク
ラ
ス
の
地
方
豪
族
が
漢
字

文
化
・
儒
教
の
受
容
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

◎
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡

〈
〉
。
○

〔
廿
〕

〔
大
万
廿
〕

戊
戌
・
年
八
月
廿
同
口
酒
人
マ
□
荒
馬
□
束
酒
人
マ
□
□
□
束

酒
人
マ
宍
人
マ
万
呂

〔
大
〕

○
二
ハ
マ
□
□
□
□
□
□
マ
□
人
マ
大
麻
ロ
ロ

○
五
五
五
×
一
二
七
×
四
○
一
｜

上
記
乙
丑
年
に
続
く
戊
戌
年
す
な
わ
ち
六
九
八
年
（
文
武
二
年
）
の
木
簡
で
、
人
名
と
穎
稲
の
束
数
を
記
し
て
お
り
、
秋
の
出
挙
収
納
な
ど

に
関
わ
る
木
簡
か
。
上
端
部
に
小
孔
が
穿
た
れ
て
お
り
、
同
様
の
木
簡
が
二
次
的
に
束
ね
ら
れ
る
と
い
う
帳
簿
文
書
木
簡
の
利
用
法
が
う
か
が

え
、
浄
御
原
令
制
下
（
六
八
九
～
七
○
一
）
に
お
け
る
文
書
の
作
成
・
処
理
シ
ス
テ
ム
が
信
濃
の
地
方
豪
族
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
姿
が
示

◇
●

◇
子
日
學
是
不
思

◇
・
亦
楽
乎
人
不
知
而
不
協

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

（
一
一
○
二
）
×
一
一
一
×
四
○
一
九

九
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◇
永
昌
元
年
己
丑
四
月
飛
鳥
浄
御
原
大
宮
那
須
國
造

追
大
壹
那
須
直
章
提
評
督
被
賜
歳
次
庚
子
年
（
七
○
○
年
）
正
月

二
壬
子
Ⅱ
辰
節
珍
故
意
斯
麻
呂
等
立
碑
銘
偲
云
示
（
下
略
）

文
頭
に
は
、
一
一
年
前
の
則
天
武
后
時
代
に
わ
ず
か
十
ヶ
月
間
用
い
ら
れ
た
短
命
の
元
号
を
用
い
て
「
永
昌
元
年
」
（
六
八
九
年
）
と
記
さ

れ
て
い
る
。
「
日
本
書
紀
」
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
後
期
の
遣
唐
使
は
、
六
六
九
年
の
派
遣
の
後
七
○
二
年
ま
で
空
白
の
時
代
を
迎
え
て
お
り
、

そ
の
期
間
中
に
永
昌
元
号
は
入
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
短
期
間
の
永
昌
元
号
の
情
報
は
、
唐
と
の
面
接
交
渉
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に
も

交
流
の
あ
っ
た
新
羅
と
の
通
交
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
持
続
三
年
（
六
八
九
）
四
月
庚

寅
条
に
「
以
二
投
化
新
羅
人
（
居
二
子
下
毛
野
一
」
と
あ
り
、
翌
持
続
四
年
（
六
九
○
）
八
月
乙
卯
条
に
も
「
以
二
帰
化
新
羅
人
等
（
居
二
子
下
毛

野
」
と
あ
る
よ
う
に
、
新
羅
か
ら
渡
来
し
て
下
野
に
安
置
さ
れ
た
人
々
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
元
号
や
碑
の
建
て
方
、
碑
文
の
構
成
な
ど
の

文
化
知
識
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
今
泉
隆
雄
「
銘
文
と
碑
文
」
『
日
本
の
古
代
ｕ
こ
と
ば
と
文
字
」
中
央
公
論
社
、

れ
て
い
る
（
田

碑
」
中
国
・
日

◎
那
須
国
造
碑

七
○
○
年
（
文
武
四
）
建
立
の
那
須
国
造
碑
（
栃
木
県
那
須
郡
湯
津
上
村
）
は
、
東
国
の
地
方
豪
族
で
あ
る
那
須
国
造
の
那
須
直
章
提
が
、

持
続
天
皇
時
代
に
「
評
督
」
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
碑
文
を
持
つ
。
台
石
上
に
碑
身
を
載
せ
笠
石
を
か
ぶ
せ
る
と
い
う
整
っ
た
形

態
、
硬
質
の
花
崗
岩
に
鋭
利
に
刻
字
す
る
技
術
、
中
国
の
北
朝
風
の
達
筆
な
漢
字
、
そ
し
て
儒
教
古
典
に
通
じ
た
漢
文
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
（
田
熊
信
之
「
那
須
国
造
章
提
碑
文
釈
解
』
中
国
・
日
本
史
文
研
究
会
、
一
九
七
八
年
再
版
、
田
熊
信
之
・
田
熊
清
彦
「
那
須
国
造

碑
」
中
国
・
日
本
史
学
文
学
研
究
会
、
一
九
八
七
年
な
ど
参
照
）
。

ｎ
Ｕ

（
一
九
六
）
×
二
○
）
×
七
○
一
九

屋
代
遺
跡
群
か
ら
も
、
観
音
寺
遺
跡
と
同
様
に
「
論
語
」
学
而
篇
の
習
書
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
出
土
層
位
と
作
出
木
簡
か
ら
地
方
行
政

区
画
が
国
郡
里
制
の
時
代
（
七
○
一
年
～
七
一
七
年
）
の
木
簡
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
『
論
語
』
習
書
木
簡
も
、
八
世
紀
初
頭
に
信
濃
の
地
方
豪

族
が
漢
字
文
化
と
と
も
に
儒
教
の
受
容
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
４
）
那
須
国
造
氏
族

七
○
○
年
（
文
武
四
）

法
政
史
学
第
七
十
二
号
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１
長
屋
王

古
代
の
漢
詩
文
集
「
懐
風
藻
」
（
七
五
一
年
〔
天
平
勝
宝
三
〕
成
立
）
の
中
に
は
、
八
世
紀
前
期
の
代
表
的
な
皇
族
政
治
家
で
あ
る
長
屋
王

（
～
七
二
九
）
の
邸
宅
に
お
い
て
作
ら
れ
た
漢
詩
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
長
屋
王
の
邸
宅
は
、
文
化
・
文
学
サ
ロ
ン
で
も
あ
り
、
ま

た
、
時
に
外
国
使
節
の
新
羅
使
な
ど
を
歓
迎
す
る
外
交
儀
礼
の
饗
宴
が
行
わ
れ
、
漢
詩
が
詠
み
か
わ
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
長
屋
王
邸
で

（
詠
ん
だ
漢
詩
を
「
懐
風
藻
」
に
残
し
た
文
人
た
ち
は
、
長
屋
王
家
の
文
化
サ
ロ
ン
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
長
屋
王

邸
に
出
入
り
し
た
文
人
た
ち
の
中
に
は
、
渡
来
系
の
文
人
の
名
が
多
く
み
ら
れ
る
。

。
「
懐
風
藻
」
長
屋
王
邸
宅
で
漢
詩
を
詠
ん
だ
詩
人
た
ち
と
詩
題

境
部
王
（
天
武
天
皇
の
孫
）
「
宴
長
王
宅
」

山
田
三
方
（
渡
来
系
。
僧
と
し
て
新
羅
に
学
び
、
の
ち
還
俗
）
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

七
世
紀
後
半
に
は
、
百
済
・
高
句
麗
・
新
羅
か
ら
渡
来
し
た
人
々
が
多
く
東
国
に
「
安
置
」
さ
れ
、
例
え
ば
武
蔵
同
に
は
の
ち
新
羅
郡
（
新

座
郡
）
・
高
麗
郡
な
ど
の
渡
来
人
中
心
の
郡
が
設
置
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
渡
来
人
の
中
に
は
僧
侶
な
ど
の
知
識
人
た
ち
も
含
ま
れ
、
こ
う
し
た

人
々
と
関
東
地
方
の
地
方
豪
族
・
民
衆
と
の
間
に
多
様
な
交
流
が
展
開
し
た
こ
と
の
一
班
を
那
須
国
造
碑
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で

も
、
東
国
の
地
方
豪
族
が
、
七
世
紀
末
に
最
新
の
外
国
文
明
・
漢
字
文
化
を
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
七
世
紀
の
日
本
列
島
各
地
の
地
方
豪
族
達
は
、
様
々
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
漢
字
文
化
・
儒
教
・
仏
教
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
先
進

文
化
を
主
体
的
・
積
極
的
に
受
容
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
方
豪
族
達
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
古
代
日
本
の
律
令
国
家
が
七
肚
紀
後
半
の
短
期
間
の
う
ち
に
中
央
集
権
的
な
官
僚
組
織
を
整
備
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
）
。
こ
う

と
は
注
Ⅱ
に
値
す
る
。

九
八
八
年
、
坂
上
康
俊
「
大
宝
律
令
制
定
前
後
に
お
け
る
日
中
問
の
情
報
伝
播
」
「
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
２
法
律
制
度
」
大
修
館
書
店
、

九
九
七
年
）
。
こ
う
し
た
大
陸
の
最
新
の
知
識
が
、
東
国
の
内
陸
に
あ
た
る
那
須
の
地
方
一
豪
族
に
も
き
わ
め
て
迅
速
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

三
八
世
紀
前
半
の
貴
族
と
漢
字
文
化
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肖
奈
行
文
（
高
句
麗
滅
亡
時
に
渡
来
し
た
肖
奈
王
氏
の
子
）
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

調
古
麻
呂
（
渡
来
系
）
「
初
秋
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

刀
利
宣
令
（
百
済
渡
来
系
）
「
秋
Ⅱ
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

下
毛
野
虫
麻
呂
（
大
学
助
教
、
文
章
博
士
）
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

田
中
浄
足
「
晩
秋
於
長
王
宅
宴
」

長
屋
王
「
於
宝
宅
宴
新
羅
客
」
「
初
春
於
作
宝
楼
置
酒
」

安
倍
広
庭
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

百
済
和
麻
呂
（
百
済
渡
来
系
）
「
初
春
於
左
僕
射
長
王
宅
識
」

吉
田
宜
（
祖
は
加
耶
の
古
氏
、
僧
か
ら
還
俗
）
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

箭
集
虫
麻
呂
（
明
法
博
士
、
養
老
律
令
撰
修
者
）
「
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」

大
津
首
（
僧
と
し
て
新
羅
に
学
び
、
の
ち
還
俗
。
陰
陽
頭
）
「
春
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」

藤
原
総
前
（
藤
原
不
比
等
の
二
子
）
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」

藤
原
宇
合
（
藤
原
不
比
等
の
三
子
）
「
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」

釈
道
慈
（
七
○
一
年
の
遣
唐
留
学
僧
）
「
初
春
在
竹
渓
山
寺
於
長
王
宅
宴
追
致
辞
」

塩
屋
古
麻
呂
（
養
老
律
令
撰
修
者
）
「
春
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
」

新
羅
か
ら
の
使
節
を
招
い
て
長
屋
王
邸
で
宴
会
を
開
い
た
時
に
は
、
漢
字
を
一
字
ず
つ
各
自
に
分
配
し
て
、
そ
の
文
字
で
韻
を
踏
ん
で
作
詩

す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り
、
即
興
で
漢
詩
が
読
み
交
わ
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
漢
詩
を
読
み
合
う
だ
け
で
な
く
、
ご
馳
走
・
美

酒
の
も
と
、
管
弦
の
音
楽
や
舞
が
披
露
さ
れ
、
歌
声
も
響
く
と
い
う
成
熟
し
た
饗
宴
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
詠
ま
れ
た
漢
詩
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま

た
、
「
万
葉
集
」
に
は
、
歌
人
と
し
て
名
高
い
山
上
憶
良
が
神
亀
元
年
（
七
二
Ⅲ
）
の
七
月
七
日
に
長
屋
壬
邸
で
詠
ん
だ
和
歌
（
巻
八
、
一
五

一
九
番
）
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
長
屋
王
家
の
文
化
サ
ロ
ン
で
文
人
た
ち
を
招
い
て
七
夕
の
宴
が
催
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
、
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
（
奈
良
県
奈
良
市
）
で
発
掘
さ
れ
た
長
屋
王
邸
宅
跡
か
ら
出
土
し
た
長
屋
王
家
木
簡
の
中
に
は
、
「
渤
海
」

法
政
史
学
第
七
十
二
号
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２
聖
武
天
皇

聖
武
天
皇
（
首
親
王
、
七
○
一
～
七
五
六
）
の
皇
太
子
時
代
の
侍
者
と
し
て
、
七
二
一
年
（
養
老
五
）
に
、
十
六
人
の
文
人
た
ち
が
選
ば
れ

て
い
る
二
続
日
本
紀
」
養
老
五
年
正
月
庚
午
条
）
。
こ
の
中
の
六
名
は
、
新
羅
留
学
経
験
、
遣
唐
使
と
し
て
の
渡
唐
経
験
が
あ
っ
た
り
、
百
済

系
渡
来
氏
族
の
一
員
で
あ
る
な
ど
、
唐
や
朝
鮮
半
島
諸
国
と
関
係
を
も
つ
人
々
で
あ
っ
た
。

。
「
続
日
本
紀
」
養
老
五
年
（
七
一
一
二
正
月
庚
午
条

①
従
五
位
上
佐
為
王
、
②
従
五
位
下
伊
部
王
、
③
正
五
位
上
紀
朝
臣
男
人
。
④
日
下
部
宿
禰
老
、
⑤
従
五
位
上
山
田
史
三
方
、
⑥
従
五
位

下
山
上
臣
憶
良
・
⑦
朝
来
直
賀
須
夜
。
⑧
紀
朝
臣
清
人
、
⑨
正
六
位
上
越
智
直
広
江
．
⑩
船
連
大
魚
．
⑪
山
口
忌
寸
田
主
、
⑫
正
六
位
下

楽
浪
河
内
、
⑬
従
六
位
下
大
宅
朝
臣
兼
麻
呂
、
⑭
正
七
位
上
土
師
宿
禰
百
村
、
⑮
従
七
位
下
塩
屋
連
吉
麻
呂
．
⑯
刀
利
宣
令
ら
に
詔
し

て
、
退
朝
の
後
、
東
宮
（
皇
太
子
首
親
王
Ⅱ
聖
武
天
皇
）
に
侍
ら
し
め
た
ま
ふ
。

こ
こ
で
皇
太
子
首
親
王
Ⅱ
後
の
聖
武
天
皇
に
近
侍
す
る
こ
と
に
な
っ
た
文
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
漢
詩
・
和
歌
・
学
業
な
ど
に
お
い
て
名
高

い
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
唐
や
朝
鮮
半
島
諸
国
と
関
係
す
る
人
々
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
⑤
山
田
史
三
方
は
僧
と
し
て
新
羅
に
留
学

し
後
に
還
俗
し
た
経
験
が
あ
り
、
「
懐
風
藻
」
に
大
学
頭
と
し
て
漢
詩
が
み
え
、
「
藤
氏
家
伝
」
藤
原
武
智
麻
呂
伝
に
も
「
文
雅
」
と
し
て
名
を

列
し
て
い
る
。
⑥
山
上
臣
憶
良
（
六
六
○
～
七
一
二
一
一
一
？
）
は
、
「
万
葉
集
」
の
歌
人
と
し
て
名
高
く
、
遣
唐
使
少
録
と
し
て
渡
唐
し
た
経
験
を

「
交
易
」
な
ど
と
習
書
し
た
木
簡
も
見
ら
れ
る
。
日
本
に
戒
律
を
伝
え
た
唐
僧
鑑
真
の
伝
記
「
唐
大
和
上
東
征
伝
」
（
淡
海
三
船
撰
、
七
七
九

年
〔
宝
亀
十
〕
成
立
）
に
よ
れ
ば
、
鑑
真
が
初
め
に
持
っ
て
い
た
日
本
に
つ
い
て
の
数
少
な
い
知
識
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
国
の
長
屋
王
が
中

国
の
僧
侶
達
の
た
め
に
千
枚
の
袈
裟
を
贈
呈
し
、
そ
の
襟
に
は
「
山
川
域
を
異
に
す
る
も
、
風
月
天
を
同
じ
く
す
。
諸
仏
子
に
寄
せ
、
共
に
来

縁
を
結
ば
む
」
と
い
う
美
し
い
文
章
が
刺
繍
で
綴
ら
れ
て
い
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
千
枚
の
袈
裟
と
と
も
に
こ
の
文
章
が
唐
の
各
地
で
広
く

知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
江
准
の
地
に
あ
っ
た
鑑
真
も
そ
の
文
章
を
記
憶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
長
屋
王
は
、
東
ア
ジ
ア
で
名
を

知
ら
れ
る
程
の
国
際
的
文
化
環
境
の
中
に
生
き
た
貴
族
で
あ
り
、
そ
の
下
に
渡
来
系
の
人
を
含
む
文
人
た
ち
が
集
い
、
漢
詩
を
詠
み
交
わ
し
あ

う
長
屋
王
邸
文
化
サ
ロ
ン
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

－

－
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一
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奈
良
の
正
倉
院
に
残
る
正
倉
院
宝
物
の
、
ア
ジ
ア
各
地
に
由
来
す
る
舶
来
品
の
数
々
に
よ
っ
て
、
聖
武
天
皇
の
宮
廷
が
も
っ
て
い
た
同
際
的

文
化
環
境
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
長
期
の
留
学
を
終
え
て
唐
か
ら
帰
国
し
た
留
学
僧
・
留
学
生
の
玄
防
（
～
七
四
六
）
や
吉
備
真
備

（
六
九
五
～
七
七
五
）
を
重
用
し
た
り
、
百
済
王
末
筒
の
百
済
王
敬
福
（
六
九
八
～
七
六
六
）
を
信
任
し
た
よ
う
に
、
聖
武
天
皇
の
周
囲
に

持
つ
。
⑩
船
連
大
魚
は
、
百
済
系
の
渡
来
氏
族
船
連
氏
の
一
員
で
あ
る
。
⑪
山
口
忌
寸
田
主
も
、
倭
漢
氏
の
支
族
で
あ
る
山
口
忌
寸
氏
の
一
員

で
あ
る
。
⑫
楽
浪
河
内
（
高
丘
連
河
内
）
は
、
百
済
か
ら
渡
来
し
た
沙
門
詠
の
子
で
、
大
学
頭
に
ま
で
な
り
（
「
続
Ⅱ
本
紀
」
神
護
景
雲
二
年

六
月
庚
子
条
）
、
「
藤
氏
家
伝
」
藤
原
武
智
麻
呂
伝
に
も
「
文
雅
」
と
し
て
名
を
列
す
る
。
父
の
沙
門
詠
は
、
口
村
江
の
敗
戦
の
年
で
あ
る
六
六

一
一
一
年
に
百
済
か
ら
渡
来
し
て
い
る
。
⑯
刀
利
宣
令
は
、
百
済
か
ら
の
渡
来
氏
族
刀
利
氏
の
一
員
で
あ
り
（
「
続
日
本
紀
」
天
平
宝
字
五
年
一
一
一
月

庚
子
条
）
、
「
懐
風
藻
』
や
「
経
国
集
」
に
漢
詩
文
を
伝
え
、
「
万
葉
集
」
に
も
和
歌
を
残
す
。

「
藤
氏
家
伝
」
（
下
巻
、
藤
原
武
智
麻
呂
伝
）
に
天
平
の
文
人
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
人
々
は
、
長
雌
王
家
と
は
別
の
藤
原
氏
系
の
文
化
サ
ロ
ン

に
列
な
る
人
々
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
分
野
に
長
じ
た
官
人
と
し
て
、
首
皇
太
子
の
侍
者
と
も
重
な
っ
て
天
平
文
化

を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
中
に
、
文
雅
と
か
風
流
侍
従
・
宿
儒
な
ど
と
い
っ
た
項
目
立
て
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
長
屋
王

邸
文
化
サ
ロ
ン
の
存
在
と
も
あ
わ
せ
て
、
漢
字
文
化
が
寓
廷
で
近
視
さ
れ
た
様
机
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

。
「
藤
氏
家
伝
」
下
巻
、
藤
原
武
智
麻
円
伝
に
み
え
る
天
平
の
文
人

風
流
侍
従
六
人
部
王
・
長
田
王
・
門
部
王
・
狭
井
王
・
桜
井
壬
・
石
川
君
子
・
阿
倍
安
麻
呂
・
置
始
工

宿
儒

守
部
大
隅
・
越
智
広
江
・
尚
奈
行
文
・
箭
集
虫
麻
Ｈ
・
塩
屋
吉
麻
川
・
楢
原
東
人

文
雅

紀
清
人
・
山
川
御
力
・
葛
井
広
成
・
高
丘
河
内
・
而
斉
倭
麻
Ｈ
・
大
倭
小
東
人

方
子

吉
田
宜
・
御
立
呉
明
・
城
上
真
立
・
張
福
子

陰
陽

津
守
通
・
余
真
人
・
王
仲
文
・
大
津
首
・
谷
那
康
受

暦
算

山
Ⅱ
川
主
・
志
紀
大
道
・
私
部
石
村
・
志
斐
三
川
次

呪
禁

余
仁
軍
・
韓
国
広
足

法
政
史
学
第
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八
幡
林
官
衙
遺
跡
は
、
越
後
国
古
志
郡
内
に
位
置
す
る
八
世
紀
前
葉
～
九
世
紀
前
葉
の
地
方
官
衙
遺
跡
で
あ
る
。
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て

は
、
郡
家
説
・
郡
司
館
説
・
国
府
出
先
機
関
説
・
関
説
・
駅
家
説
・
城
柵
説
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
多
機
能
の
地
方
官
衙
施
設
が
群
と
し

て
集
合
し
た
様
相
を
示
す
遺
跡
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
遺
跡
か
ら
は
、
八
世
紀
前
葉
の
郡
符
木
簡
や
八
世
紀
半
ば
の
も
の
を
ふ
く
む
多
数
の
封

鍼
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
（
新
潟
県
和
島
村
教
育
委
員
会
『
八
幡
林
遺
跡
』
和
島
村
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
集
・
第
二
集
・
第
三
集
、

一
九
九
一
一
・
一
九
九
三
・
一
九
九
四
年
）
。

◇
八
幡
林
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡
１
号

・
郡
司
符
青
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
右
人
其
正
身
率
ｎ

Ｕ

古
代
の
地
方
社
会
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
・
展
開
を
知
る
上
で
重
要
な
の
が
、
最
近
発
見
例
が
増
え
て
き
た
郡
符
木
簡
と
封
絨
木
簡
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
字
文
化
受
容
の
地
方
的
展
開
を
み
る
上
で
、
八
幡
林
官
衙
遺
跡
（
新
潟
県
長
岡
市
）
出
土
木
簡
の
郡
符
木
簡
・
封
絨
木

簡
を
み
て
お
き
た
い
（
佐
藤
信
「
越
後
の
古
代
地
方
官
衙
の
実
像
－
八
幡
林
官
衙
遺
跡
群
」
「
出
土
史
料
の
古
代
史
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二

○
○
二
年
、
も
と
二
○
○
○
年
）
。

○
○
二
年
、
も
と
二
○
○
○
年

◎
八
幡
林
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡

は
、
人
的
に
も
国
際
的
環
境
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
七
世
紀
に
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
し
て
き
た
人
々
や
、
鑑
真
（
六
八
八

～
七
六
三
）
の
よ
う
に
唐
か
ら
渡
来
し
て
き
た
人
々
が
占
め
る
割
合
は
、
国
際
的
危
機
が
一
応
落
ち
着
い
た
八
世
紀
に
は
次
第
に
減
少
し
、
日

本
の
側
か
ら
海
外
に
赴
い
た
遣
唐
使
・
遣
新
羅
使
・
遣
渤
海
使
の
役
割
が
増
し
た
と
い
え
よ
う
。

１
１
Ｉ
ノ
押
墹
＋
乍
晤
Ｅ
叙

（
１
）
郡
符
木
簡

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

八
幡
林
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡

四
八
世
紀
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
地
方
展
開

一

五
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究
」
岩
波
書
店
、
』

（
２
）
封
絨
木
簡

封
絨
木
簡
は
、
辰

こ
の
よ
う
に
公
式
令
に
み
ら
れ
る
下
達
文
書
の
「
符
」
に
な
ら
っ
て
「
郡
（
司
）
符
：
．
」
と
書
き
は
じ
め
る
郡
符
木
簡
は
、
す
で
に
各
地
の

地
方
官
衙
・
郡
家
遺
跡
か
ら
多
く
出
士
し
て
い
る
（
佐
藤
信
「
郡
符
木
簡
に
み
る
在
地
支
配
の
様
相
」
「
古
代
の
遺
跡
と
文
字
資
料
」
名
著
刊

行
会
、
一
九
九
九
年
、
も
と
一
九
九
六
年
）
。
そ
の
出
土
例
は
、
八
世
紀
初
め
か
ら
九
世
紀
半
ば
に
わ
た
っ
て
、
荒
田
目
条
里
遺
跡
（
福
島
県

い
わ
き
巾
）
・
屋
代
遺
跡
群
（
長
野
県
千
曲
市
）
・
伊
場
遺
跡
（
静
岡
県
浜
松
市
）
・
杉
崎
廃
寺
（
岐
阜
県
吉
城
郡
古
川
町
）
・
西
河
原
遺
跡
（
滋

賀
県
野
洲
郡
中
主
町
）
・
長
岡
京
跡
（
京
都
府
向
日
市
）
・
山
垣
遺
跡
（
兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
）
な
ど
の
諸
例
に
お
よ
ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、
全

国
的
に
、
八
世
紀
初
頭
の
頃
か
ら
、
郡
司
が
郡
内
に
命
令
を
伝
達
す
る
際
に
文
書
木
簡
を
広
く
用
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

郡
司
に
は
も
と
国
造
な
ど
の
伝
統
的
な
地
方
豪
族
が
任
じ
ら
れ
た
か
ら
、
彼
ら
の
伝
統
的
支
配
権
に
よ
っ
て
郡
内
へ
の
命
令
は
使
者
に
よ
る

口
頭
伝
達
で
も
充
分
な
は
ず
で
あ
ろ
う
が
、
律
令
制
の
文
書
主
義
に
従
っ
て
郡
符
木
簡
が
利
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
地
方
行
政
の
新
し
い
段
階

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
郡
司
ク
ラ
ス
の
地
方
豪
族
に
よ
る
在
地
支
配
は
、
律
令
制
の
確
立
と
と
も
に
か
つ
て
の
口
頭
に
よ
る
人
格
的
支
配

か
ら
文
書
に
よ
る
行
政
的
支
配
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
（
早
川
庄
八
「
前
期
難
波
宮
と
古
代
官
僚
制
」
「
日
本
古
代
官
僚
制
の
研

究
」
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
も
と
一
九
八
三
年
）
。

虫大郡向参朔告何扣蕊申賜符到奉行火急使高志君五百鴫
九
月
廿
八
日
主
帳
丈
部
、

Ｕ

五
八
四
×
一
一
一
四
×
五
○
二

「
郡
司
符
」
か
ら
記
載
さ
れ
る
こ
の
郡
符
木
簡
は
、
養
老
年
間
（
七
一
七
～
七
二
四
）
頃
、
越
後
国
蒲
原
郡
司
が
郡
内
の
少
丁
に
国
府
の
告

朔
司
へ
の
出
廷
・
上
申
を
命
じ
た
召
喚
状
で
あ
り
、
同
時
に
過
所
（
通
行
証
）
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
最
終
的
に
隣
郡
古
志
郡
の
八
幡
林

官
衙
遺
跡
で
廃
棄
さ
れ
た
木
簡
で
あ
る
。
八
世
紀
は
じ
め
に
、
越
後
国
蒲
原
郡
司
が
郡
内
の
少
丁
に
命
令
を
下
す
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
公
式
令

（
Ⅲ
符
式
条
）
に
な
ら
っ
た
文
書
木
簡
を
発
行
し
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
少
丁
の
高
志
君
大
虫
の
側
も
木
簡
の
文
面
を
十
分
理
解
し
た

（
Ⅲ
符
式
条
）
に
←

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

法
政
史
学
第
七
十
二
号

長
方
形
の
材
の
下
端
を
羽
子
板
の
柄
状
に
整
形
し
、
上
部
の
左
右
に
一
、
二
個
所
の
切
欠
き
を
も
つ
形
態
を
と
り
、
宛
先
や

一
一
ハ
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２
習
書
木
簡

木
簡
の
中
に
は
、
漢
字
・
漢
文
の
習
得
を
目
的
と
し
た
習
書
木
簡
が
あ
り
、
こ
の
習
書
木
簡
に
よ
っ
て
、
中
央
・
地
方
に
お
け
る
下
級
官
人

た
ち
に
よ
る
漢
字
文
化
学
習
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
佐
藤
信
「
習
書
と
落
書
」
「
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九

九
七
年
、
も
と
一
九
九
○
年
）
。
習
書
木
簡
を
習
書
の
対
象
か
ら
み
る
と
、
ま
ず
典
籍
を
習
書
し
た
木
簡
が
あ
り
、
漢
字
・
儒
教
の
初
学
書
・

基
本
書
か
ら
漢
文
の
文
例
集
な
ど
を
習
書
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
習
書
対
象
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
「
千
字
文
」
「
論
語
」
「
文
選
」
「
魏
徴

時
務
策
」
「
王
勃
集
」
「
楽
毅
論
」
「
老
子
」
な
ど
の
典
籍
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
律
令
の
条
文
や
公
文
書
の
書
式
を
習
書
し
た
木
簡
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
下
級
官
人
に
と
っ
て
必
要
な
知
識
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
文
字
自
身
の
習
書
木
簡
と
し
て
、
漢
字
を
覚
え
る
た
め
に
様
々
な
練
習
が
為
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
古
今
和
歌
集
」
序
で
紀
貫
之
が

八
幡
林
官
衙
遺
跡
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
封
絨
木
簡
も
多
く
出
土
し
て
い
る
。

◇
八
幡
林
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡
犯
号

上
大
領
殿
門

三
八
五
×
一
一
一
六
×
六
○
四
一
一
一

八
幡
林
官
衙
遺
跡
以
外
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
平
城
京
（
奈
良
県
奈
良
市
）
の
長
屋
王
家
木
簡
・
二
条
大
路
木
簡
の
ほ
か
、
大
宰
府
跡
（
福
岡

県
太
宰
府
市
）
・
山
垣
遺
跡
・
郡
山
遺
跡
（
宮
城
県
仙
台
市
）
な
ど
各
地
の
地
方
官
衙
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
広
範
に
利
用
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
っ
て
き
た
。
と
く
に
八
幡
林
官
衙
遺
跡
出
土
木
簡
の
よ
う
に
、
郡
司
・
大
領
宛
て
の
封
絨
木
簡
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
、
郡
司
よ
り

下
位
の
ク
ラ
ス
の
人
々
が
郡
司
に
向
け
て
紙
の
文
書
を
送
付
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
注
ｕ
さ
れ
る
。
八
世
紀
半
ば
に
、
当
時
の
辺
要

の
地
で
あ
っ
た
越
後
国
古
志
郡
に
お
い
て
、
封
絨
に
関
す
る
書
札
礼
を
わ
き
ま
え
な
が
ら
紙
の
上
申
書
状
を
書
い
た
郡
司
よ
り
下
の
階
層
の

人
々
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
漢
字
文
化
が
地
方
に
お
い
て
も
郡
家
を
中
心
と
し
つ
つ
早
く
か
ら
浸
透
し
て
い
た
様
相
が
指
摘
で
き
る
。

九
七
年
、
も
と
一
九
九
五
年
）
。

「
封
」
字
を
表
に
記
載
し
た
木
簡
で
あ
る
。
整
形
し
た
や
や
厚
手
の
材
を
二
枚
に
裂
き
割
る
か
裂
け
目
を
入
れ
る
か
し
、
そ
の
間
に
紙
の
文
書

を
は
さ
ん
で
封
じ
、
か
か
げ
る
機
能
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
（
佐
藤
信
「
封
鍼
木
簡
考
」
「
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

一

七
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霊
亀
二
年
一
一
一
月

．
（
裏
略
）

一
二
一
×
六
Ｗ
×
一
一
○
一
一

漢
字
の
初
学
書
『
千
字
文
」
を
、
七
一
六
年
（
霊
亀
二
）
に
習
書
し
た
も
の
。
薬
師
寺
の
回
廊
近
く
の
井
戸
か
ら
多
く
の
建
築
部
材
等
と
と

も
に
出
土
し
た
も
の
で
、
造
営
現
場
に
居
た
人
物
に
よ
る
習
書
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
秋
田
城
跡
（
秋
川
県
秋
川
市
）
州
上
木
簡

◇
・
而
察
察
察
察
察
察
察
察
察
之
之
之
之
之
之
之
之
灼
灼
灼
灼
灼
灼
若
若

・
若
若
若
若
若
若
夫
夫
夫
渠
渠
渠
出
緑
緑
波
波
波
波
農
農
農
農

（
囚
五
八
）
×
二
六
×
九
○
一
九

秋
田
城
跡
の
外
郭
東
門
に
外
接
す
る
官
衙
地
区
の
井
戸
か
ら
出
土
し
た
習
書
木
簡
。
「
文
選
」
中
の
魏
の
稗
植
の
名
文
「
洛
神
賦
」
の
一
節

を
一
宇
ず
つ
習
書
し
た
も
の
。
八
世
紀
半
ば
に
、
秋
川
城
の
官
人
が
懸
命
に
「
文
選
」
を
学
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
古
代
來
北
の
城

柵
遺
跡
が
、
行
政
拠
点
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
こ
と
を
示
す
木
簡
で
も
あ
る
。

◎
法
隆
寺
（
奈
良
蝶
生
駒
郡
斑
鳩
町
）
五
重
辮
初
層
天
井
組
子
裏
血
落
書

「
て
な
ら
ふ
人
の
、
は
じ
め
に
も
し
け
る
」
と
紹
介
す
る
「
難
波
津
の
歌
」
（
な
に
は
づ
に
さ
く
や
こ
の
は
な
冬
ご
も
り
い
ま
は
は
る
べ
と
さ

く
や
こ
の
花
）
を
、
万
葉
仮
名
で
習
書
し
た
木
簡
が
多
く
出
土
し
て
お
り
、
手
習
い
初
学
の
手
本
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
習
書
木
簡
か

ら
は
古
代
に
お
け
る
漢
字
・
漢
文
の
習
得
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
木
簡
は
、
紙
と
異
な
っ
て
小
刀
で
削
っ
て
書
き
仇
し
が
可
能
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
習
書
・
落
書
の
た
め
の
材
料
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
習
書
木
簡
の
州
士
が
宮
都
の
み
で
は
な
く
広

範
な
地
方
の
遺
跡
か
ら
も
出
ｔ
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
下
級
官
人
を
中
心
と
し
て
寺
院
建
築
の
造
営
現
場
に
お
け
る
工
人
の
よ
う
な
人
々
を

ふ
く
む
幅
広
い
階
層
が
習
書
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
以
下
そ
う
し
た
中
央
・
地
方
に
わ
た
る
下
級

官
人
た
ち
に
よ
る
習
書
木
簡
の
事
例
を
い
く
つ
か
紹
介
し
よ
う
。

◎
平
城
京
薬
師
寺
跡
（
奈
良
県
奈
良
市
）
州
士
木
簡

◇
・
池
池
天
地
玄
黄

宇
宙
洪
荒
ｎ
月

法
政
史
学
第
七
十
二
号

一

八
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◎
市
川
橋
遺
跡
（
宮
城
県
多
賀
城
市
）
出
土
木
簡

市
川
橋
遺
跡
は
、
古
代
陸
奥
国
府
で
あ
る
多
賀
城
の
南
面
に
位
置
す
る
遺
跡
で
、
多
賀
城
南
門
か
ら
南
に
延
び
る
南
北
大
路
の
西
側
を
流
れ

る
河
川
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
一
点
が
次
の
木
簡
で
あ
る
。
時
代
は
奈
良
時
代
～
平
安
時
代
初
頭
の
年
代
と
さ
れ
て
い
る
（
古
川
一
明
・
吉
野

武
「
宮
城
・
市
川
橋
遺
跡
」
「
木
簡
研
究
」
二
一
号
、
一
九
九
九
年
）
。

法
隆
寺
五
重
塔
の
部
材
の
、
表
か
ら
は
見
え
な
い
個
所
に
記
さ
れ
た
習
書
。
手
習
い
「
難
波
津
の
歌
」
の
習
書
で
、
法
隆
寺
の
塔
造
営
に
あ

た
っ
た
工
人
な
ど
に
よ
る
記
載
と
考
え
ら
れ
る
。

◎
藤
原
京
（
奈
良
県
橿
原
市
・
高
市
郡
明
日
香
村
）
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
出
土
木
簡

藤
原
宮
か
ら
朱
雀
大
路
を
南
に
三
○
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
っ
た
東
側
に
位
置
す
る
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
の
大
規
模
邸
宅
か
ら
川
士

し
た
「
難
波
津
の
歌
」
の
習
書
木
簡
。
藤
原
宮
期
後
半
の
池
状
遺
構
か
ら
出
土
し
た
木
簡
中
の
一
点
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
藤
原
京
左
京
七

条
一
坊
西
南
坪
発
掘
調
査
現
地
説
明
会
資
料
」
二
○
○
一
年
）
。

い
た
こ
と
を
示
す
。

◇
●

◇
●

〔
異
力
〕

奈
示
皮
ツ
ホ
佐
久
矢
己
乃
皮
奈
泊
留
己
母
利
□
真
波
、
留
部
止

、
Ｕ

佐
久
□
□
□
□
□
□
職
職

、
Ｕ

・
奈
示
皮
職
職
職
馬
来
田
評

一
二
八
七
×
一
一
一
四
×
四
○
一
一

「
難
波
津
の
歌
」
の
ほ
ぼ
全
文
が
み
え
る
習
書
で
、
藤
原
京
時
代
（
六
九
四
～
七
一
○
年
）
か
ら
「
難
波
津
の
歌
」
を
手
習
い
の
初
学
に
用

奈
永
波
都
示
佐
久
夜
己

法
隆
寺
五
重
塔
の
部
材
の
、

◇
奈
亦

日
本
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
（
佐
藤
）

〔
略
雑
力
〕
〔
略
力
〕
〔
成
立
家
力
〕

杜
家
立
成
雑
書
要
□
□
書
□
□
□
□
□

一

九
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各
地
の
官
衙
遺
跡
な
ど
か
ら
古
代
の
文
字
資
料
が
大
量
に
出
土
し
て
き
た
背
景
に
は
、
Ⅱ
本
の
律
令
国
家
が
中
国
に
な
ら
っ
て
文
書
主
義
を

特
徴
と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
文
字
に
よ
る
情
報
伝
達
（
中
央
か
ら
地
力
に
向
け
た
命
令
伝
達
と
地
方
か
ら
中
央
に
向
か
う
情
報
集
約
）
を
通
し

て
、
は
じ
め
て
律
令
国
家
は
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
を
確
保
で
き
た
。
こ
う
し
た
文
書
主
義
は
、
そ
れ
ま
で
み
ら
れ
た
「
口
頭
の
世
界
」
を

「
文
字
の
世
界
」
へ
と
変
換
さ
せ
て
い
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
皇
対
官
人
た
ち
、
中
央
政
府
対
地
方
豪
族
、
そ
し
て
地
方
豪
族
対
民
衆
と

い
っ
た
諸
関
係
に
お
い
て
、
人
格
的
な
支
配
従
属
関
係
か
ら
官
僚
制
的
・
行
政
的
な
上
下
関
係
へ
の
変
化
が
出
現
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
七
世
紀
後
半
に
Ⅱ
本
律
令
国
家
が
確
立
し
て
い
く
過
稗
で
は
、
中
央
・
地
刀
の
諸
官
衙
に
は
漢
字
の
読
み
書
き
能
力
と
儒
教
的
教
養
と
を

身
に
つ
け
た
大
量
の
下
級
官
人
群
が
創
出
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
全
国
支
配
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
こ
れ
ら
膨
大
な
数
の
下
級
官
人

た
ち
が
短
期
間
の
う
ち
に
養
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
律
令
国
家
が
一
応
の
確
立
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
は
、
文
書
主
義
を
特
徴
と
す
る
律
令
国
家
が
確
立
し
、
そ
の
後
に
国
府
や
郡
家
な
ど
の
地
方
官
衙
を
通
し
て
、
次
第
に
漢
字
文
化

が
地
方
社
会
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
見
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
地
方
官
衙
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
大
量
の
文
字
資
料
（
木
簡
・
漆
紙
文
書
・
墨

書
土
器
な
ど
）
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
上
に
み
て
き
た
よ
う
な
最
近
の
七
世
紀
地
方
木
簡
や
地
方
行
衙
遺
跡
か
ら
の
郡
符
木

簡
・
封
絨
木
簡
の
出
土
例
の
増
加
に
よ
っ
て
、
八
肚
紀
前
半
に
は
す
で
に
か
な
り
の
規
模
で
地
方
官
衙
周
辺
に
漢
字
文
化
が
浸
透
し
て
い
た
様

相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
先
行
す
る
七
枇
紀
代
に
、
各
地
の
地
方
豪
族
が
主
体
的
・
積
極
的
に
漢
字
文
化
・
儒
教
を
導
入

・
杜
家
立
成
雑
書
要
略
一
巻
雪
寒
呼
知
故
酒
飲
書
三
六
○
×
一
一
一
六
×
六
○
一
一

「
杜
家
立
成
雑
書
要
略
」
の
書
名
と
胃
頭
部
を
習
書
し
た
木
簡
で
あ
る
。
「
杜
家
立
成
雑
書
要
略
」
は
、
唐
初
の
貞
観
年
間
頃
に
成
立
し
た
書

簡
の
文
例
集
で
あ
り
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
王
義
之
を
模
し
た
と
い
う
光
明
皇
太
后
（
七
○
一
～
七
六
○
）
自
筆
の
写
本
が
名
高
い
。
一
字
ず
つ

丁
寧
に
習
書
し
て
お
り
、
「
杜
家
立
成
雑
書
要
略
」
の
巻
物
を
横
に
置
い
て
書
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
正
倉
院
本
と
は
本
文
の
一
部
や
書

風
が
異
な
り
、
光
明
皇
太
后
所
蔵
本
と
は
別
の
写
本
が
多
賀
城
ま
で
来
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
学
ん
だ
官
人
が
存
在
し

た
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
七
十
二
号

む
す
び
に
か
え
て
ｌ
地
方
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
展
開
Ｉ

￣

￣

○
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日
本
列
島
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
受
容
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
木
簡
・
金
石
文
・
文
字
瓦
・
漆
紙
文
書
・
墨
書
土
器
な
ど
の
出
土

文
字
資
料
や
、
文
房
四
宝
（
紙
・
筆
・
墨
・
硯
）
に
関
す
る
考
古
遺
物
の
発
見
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
動
向
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
Ⅱ
本
の
律
令
国
家
が
、
短
期
間
で
中
央
・
地
方
に
大
量
の

官
人
を
そ
ろ
え
、
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
漢
字
文
化
が
列
島
の
地
方
に
及
ぶ
時
、
地
方
の
側
に
も

そ
れ
を
受
容
す
る
能
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
地
方
に
お
け
る
漢
字
文
化
の
展
開
が
可
能
と
な
り
実
現
し
た
と
い
う
面
を
も
見
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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漢
字
文
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藤
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